
蒲郡市告示第１６８号  

令和８年度及び令和９年度に市が発注する建設工事及び設計・測量・建設コ

ンサルタント等業務の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」とい

う。）に参加する者に必要な資格、その資格審査の申請の方法等を次のように

定める。 

 

令和７年１２月１日 

  

                   蒲郡市長 鈴 木 寿 明  

 

１ 競争入札に参加できない者  

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（  

同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該

当する者  

⑵ 営業に関し、法令の規定により必要とされる許可、登録等を受けていな

い者  

⑶ 建設工事にあっては、次に掲げる者 

ア 発注工事の種類に対応する業種について建設業法（昭和２４年法律第

１００号）の規定に基づく許可を受けていない者。ただし、同法第３条

第４項の規定により、許可の更新の申請をしている場合において許可の

有効期間の満了後もなおその効力を有するとされている者は、この限り

でない。  

イ 建設業法第２７条の２９に規定する総合評定値の通知（定時受付にあ

っては審査基準日が令和６年７月１日から令和７年６月３０日までのも

の（決算期の変更等により審査基準日が上記期間に該当しない場合で、

申請時に変更後の審査基準日における総合評定値の通知があるときを除

く。）、随時受付にあっては申請日からさかのぼって審査基準日が１年

７月以内にあるもの）を受けていない者  

ウ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していない者（適用除外

であるものを除く。） 

⑷ 建築設計にあっては建築士法（昭和２５年法律第２０２号）の規定に基  



づく建築士事務所の、一般測量又は航空写真測量にあっては測量法（昭和 

２４年法律第１８８号）の規定に基づく測量業の登録を受けていない者  

⑸ 入札参加資格の審査の申請（別送書類を含む。）において虚偽の事項を  

故意に記載した者 

⑹ 市が指定する国税、愛知県税及び蒲郡市税が未納である者 

⑺ 「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 

２３年４月１日付け蒲郡市長・愛知県蒲郡警察署長締結）に基づく排除措 

置を受けている者 

２ 入札参加資格の審査の申請方法等  

競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところ  

により市長に申請しなければならない。  

⑴ 受付期間  

ア 定時受付  

令和８年１月５日から同年２月１６日まで（日曜日、土曜日及び国民の 

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休

日」という。）除く。）の午前８時から午後８時まで  

イ 随時受付  

令和８年４月１日から令和１０年１月３１日まで（日曜日、土曜日、休

日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く。）の午前８時か

ら午後８時まで 

⑵ 申請方法  

あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）（ホームページアドレ  

ス https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp）（以下「電

子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）」という。）において必要事項を入力

し、送信すること。 

 詳細については、電子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）に掲載されてい

るあいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ/ＥＣ）利用規約、各団体別運用

基準及び操作手引書並びに市が別に定める申請要領等による。  

⑶ 別送書類  

⑵による送信の後、次の書類を別送書類として各１部提出すること。別

送書類は、鮮明なものである限り複写機による写しでも差し支えないが、



証明年月日が⑵による送信の日前３月以内のものとすること。  

ア 法人の場合  

(ア) 履歴事項全部証明書（設計・測量・建設コンサルタント等業務を申

請する者に限る。）  

法務局登記官が証明したもの  

(イ) 納税証明書（国税）  

税務署が発行した法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（国 

税通則法施行規則（昭和３７年大蔵省令第２８号。以下「省令」とい 

う。）別紙第９号様式（その３の３））  

(ウ) 納税証明書（愛知県税）（愛知県に納税義務のある者に限る。）  

愛知県の県税事務所が発行した法人県民税、法人事業税（特別法人事

業税、地方法人特別税を含む）及び自動車税種別割の納税証明書（未納

の税額がないこと用） 

 (エ)  健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していることが確認で  

きる書類又は健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の届出義務がない 

ことの申出書（建設工事を申請する者で、最新の経営事項審査結果通 

知書において、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」 

又は「雇用保険加入の有無」欄が「無」の場合に限る。） 

イ 個人の場合  

(ア)   身元証明書（身分証明書）（設計・測量・建設コンサルタント等業務

を申請する者に限る。）  

本籍地の市区町村長が証明したもの 

(イ)   登記されていないことの証明書（設計・測量・建設コンサルタント等

業務を申請する者に限る。）  

法務局登記官が後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被  

補助人とする記録がないことを証明したもの  

(ウ)   納税証明書（国税）  

税務署が発行した申告所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

（省令別紙第９号様式（その３の２））  

(エ)  納税証明書（愛知県税）（愛知県に納税義務のある者に限る。）  

愛知県の県税事務所が発行した個人事業税及び自動車税種別割の納  



税証明書（未納の税額がないこと用）  

      (オ)   健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していることが確認で 

きる書類又は健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の届出義務がない 

ことの申出書（建設工事を申請する者で、最新の経営事項審査結果通 

知書において、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」 

又は「雇用保険加入の有無」欄が「無」の場合に限る。）  

⑷ 別送書類の提出期間  

ア 定時受付  

⑵により送信した日から７日以内必着（ただし、最終提出期限は、令  

和８年２月２４日必着）  

イ 随時受付 

⑵により送信した日から７日以内必着（ただし、提出期間の最終日が  

日曜日、土曜日、休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの間に

あたる場合は、その日以後の最初の平日までとする。） 

⑸ 別送書類の提出方法及び提出先  

次の場所へ原則として郵送により提出するものとする。  

郵便番号４４３－８６０１  

蒲郡市旭町１７番１号  

蒲郡市役所総務部契約検査課  

⑹ 申請する営業所  

申請は、建設工事にあっては建設業法上の主たる営業所で、設計・測量・ 

建設コンサルタント等業務にあっては本社（本店）で行うこと。なお、建 

設工事にあっては、契約を締結する営業所において、建設業法第３条に規 

定する営業所としての設置の許可及びその営業所における業種の許可があ 

ること。  

３ 資格審査  

１の競争入札に参加できない者に該当しないことを調査し、次の各号に掲  

げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより審査する。  

⑴  建設工事  

競争入札に参加できる者は、別表第１に掲げる業種のうち希望する業種 

ごとに、建設業法第２７条の２９第１項に規定する総合評定値により評価 



する。  

⑵  設計・測量・建設コンサルタント等業務  

競争入札に参加できる者は、別表第２に掲げる業種のうち希望する業種 

ごとに、年間平均実績高、自己資本額、有資格者数及び営業年数について 

評価する。  

４ 資格審査の結果  

資格審査の結果については、令和８年４月１日以降に電子調達システム 

（ＣＡＬＳ／ＥＣ）にアクセスして参照する。（書面通知は行わない。）  

５ 資格の有効期間及び更新手続  

⑴  競争入札参加資格の有効期間  

令和８年４月１日（随時受付にあっては、入札参加資格の決定の日）か

ら令和１０年３月３１日までとする。ただし、同年４月１日以後新たに入

札参加資格者を決定するまでの間に限り、従前の入札参加資格は、なおそ

の効力を有する。  

⑵  有効期間の更新手続  

⑴ の有効期間の更新を希望する者は、令和９年度以降に令和１０年度及  

  び令和１１年度の資格審査の告示を予定しているので、当該告示に基づき

申請書類を提出するものとする。  

６ 変更等の届出  

登録内容に変更等が生じた場合は、速やかに電子調達システム（ＣＡＬＳ 

／ＥＣ）により変更の手続きを行わなければならない。ただし、定時受付に 

係る申請後の変更は、令和８年４月１日以降に受け付ける。  

７ 資格の取消し等  

入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき  

は、当該資格を取り消し、若しくは停止し、又は３年以内の期間を定めて競

争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者についても同様とする。  

⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑に行い、又は物件 

の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者  

⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な  

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  



⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた  

者  

⑷ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定に  

よる監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑹ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の 

請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

⑺ 前各号のいずれかにより競争入札に参加できないこととされている者を 

契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として 

使用した者  

⑻ 建設工事にあっては、直近に受けた建設業法第２７条の２３の規定に基  

づく経営に関する客観的事項の審査の基準日から１年７月を経過すること

となった者  

⑼ 入札参加資格の審査の申請（別送書類を含む。）において虚偽の事項を  

故意に記載した者  

８ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の決定を

受けた者及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開

始の決定を受けた者の取扱い  

この告示に基づき受け付けた申請により競争入札参加資格者として認めら  

れた者で、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けたもの（以下「更

生手続開始決定者」という。）又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定

を受けたもの（以下「再生手続開始決定者」という。）は、再度の競争入札

参加資格審査の申請を行うことができる。なお、更生手続開始決定者及び再

生手続開始決定者は、再度の競争入札参加資格の認定を受けていないとき

は、競争入札に参加できない場合がある。  

９ グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査における結果に基づく

入札参加資格の取扱い  

建設業法第２７条の２３第３項の規定による経営事項審査の項目及び基準  

（平成２０年国土交通省告示第８５号）附則四又は六の規定に基づき国土交

通大臣が企業集団として認定した場合には、当該企業集団の代表建設業者と

して経営事項審査の結果の通知を受けた者は、当該企業集団の代表建設業者



として再登録を受けることができる。この場合において、当該企業集団に属

する建設業者が現に登録されているときは、当該建設業者の登録を取り消す

ものとする。  

１０ その他  

⑴  市長は、この告示に定めるもののほか、入札参加資格の審査等に際し必

要がある場合は、資料等の提出を求めることができる。  

⑵   入札参加資格審査の結果については、公表することがある。  

⑶  令和８年度及び令和９年度の入札参加資格決定までに行う競争入札  

については、なお従前の例による。 

 



別表第１ 
入札参加資格審査業種（建設工事）  

 

 業     種  業     種 

１ 土木工事業  １５ 板金工事業 

２   建築工事業  １６   ガラス工事業  

３   大工工事業  １７   塗装工事業  

４   左官工事業  １８   防水工事業  

５   とび・土工工事業  １９   内装仕上工事業  

６   石工事業  ２０   機械器具設置工事業  

７   屋根工事業  ２１   熱絶縁工事業  

８   電気工事業  ２２   電気通信工事業  

９   管工事業  ２３   造園工事業  

１０   タイル・レンガ・ブロック工事業 ２４   さく井工事業  

１１   鋼構造物工事業  ２５   建具工事業  

１２   鉄筋工事業  ２６   水道施設工事業  

１３   舗装工事業  ２７   消防施設工事業  

１４   しゅんせつ工事業  ２８   清掃施設工事業  

 ２９  解体工事業  

別表第２  

入札参加資格審査業種（設計・測量・建設コンサルタント等業務）  
 

 業     種   業     種  

１   建築設計  １２   水産土木  

２   設備設計  １３   造園  

３   一般測量  １４   都市計画及び地方計画  

４   航空写真測量  １５   土質及び基礎  

５   河川､砂防及び海岸  １６   鋼構造及びコンクリート  

６   港湾及び空港  １７   建設環境  

７   道路  １８   地質調査  

８   上水道及び工業用水道  １９   土地調査  

９   下水道  ２０   土地評価  

１０   農業土木  ２１   物件調査  

１１   森林土木  ２２   事業損失  
 


